
令和８年３月５日

「サーバー機器等一式」 に係る一般競争入札のお知らせ

公益財団法人社会福祉振興・試験センター

「サーバー機器等一式」 に係る発注にあたり、一般競争入札に付します。
入札説明書、入札仕様書をご参照の上、入札にご参加ください。



入札説明書

公益財団法人社会福祉振興・試験センター

　

「サーバー機器等一式」 に係る一般競争入札は、 お知らせに定めるもののほか、
この入札説明書、 入札仕様書によるものとする。

１

　

入札に付する事項

（１） 件名

　　

「サーバー機器等一式」

（２） 調達役務の内容等

　　

入札説明書、 入札仕様書のとおり。
（３）履行期限（納入期限）

　　

入札仕様書のとおり。

２

　

入札参加の資格・条件等

（１） 官庁の令和（ぢ （Ｇ （７仔０７・０８・０９年度競争参加資格 （全省庁統一資格）

　

において、 関東・甲信越地域で契約の種類 「物品の販売」 で
「Ａ」、「Ｂ」 又

　

は 「Ｃ」 等級に格付けされている者であること。
（２） 自ら本契約を受託し、 本作業を無事故 （請負者の故意若しくは過失による

　

納期遅延、 品質不良等の事故がないこと。） で実施できる能力、 管理体制を

　

保持・構築することが確約できること。
（３） 各省庁及び政府関係法人から取引停止又は指名停止等を受けていない者

　　

（理事長が特に認める場合を含む） であること。
（４） 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、 適

　

正な契約の履行が確保されるものであること。

３． 入札に関する質問の受付等

（１） 質問の方法

　　

質問書 （様式１） に所定事項を記入の上、 電子メールにより提出すること。

（２） 受付期間

　　

令和８年３月 ５日 （木）１０時００分から令和８年３月１１日 （水）１０時００分

　

ま で

４ 入札手続き等に関する事項

（１） 入札期間

　　

令和８年３月 １７日 （火）１０時００分から

　　

令和８年 ３月 ２５日 （水）１７時００分まで

　　

１



（２） 入札方法

　

①

　

入札に参加を希望する者 （以下 「入札者」 という） は 「（３） 提出書類」

　　

に記載の提出書類を上記 （１） の期間内に提出すること。

　　

提出にあたっては、 提出書類一式を封筒に入れ封印し、 かつその表面に

　

氏名 （法人の場合はその名称又は商号）、 宛名 （公益財団法人社会福祉振

　　

興・試験センター） 及び件名 （「サーバー機器等一式」 の入札書在中） を記

　

載し、 入札期間内に当センター総務部経理課まで郵送又は持参しなければ

　　

ならない （郵送の場合は必着）。

　

②

　

上記①の提出書類のうち、 入札書は別紙１の様式にて作成し、 入札書の

　　

日付は入札書を提出する日とする。

　

③

　

入札金額は、 消費税を含まない総価とし、 総価には、 それぞれの業務に

　

係る費用をすべて含むものとする。

　

④

　

入札者は、 提出した入札書の引換え、 一部若しくは全部差し替え及び

　

再提出、 変更又は取消しすることができない。

　

⑤

　

受領した入札書は返却しない。

　

⑥

　

当センターから入札書に関し説明を求められた場合には、 これに応じな

　

ければならない。

　

⑦

　

入札参加に必要な資格のない者による入札及び入札参加者に求められる

　　

義務に違反した入札は無効とする。

　

⑧

　

入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合にあって、 競争入札を

　

公正に執行することができない状態であるときは、 当該入札を延期し、 又

　

はこれを取りやめることができる。

　

⑨ 代理人による入札

　

ア

　

代理人が入札する場合には、 入札書に入札参加者の氏名、名称又は商号、

　　

代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印しておくと

　　　

ともに、 入札書の封筒に別紙２の様式による委任状を同封し提出しなけれ

　　

ばならない。

　

イ

　

入札者又はその代理人は、 本件調達に係る入札について他の入札者の代

　　

理人を兼ねることができない。

　

⑲

　

入札に係る費用は、 入札者の負担とする。

（３）提出書類

Ｎｏ， 提出書類 部数

① 入札書 別紙１ １通

② 委任状（代理人に委任する場合） 別紙２ １通

③
令和 ０５・０６・０７年 ０７・０８・０９年度競争参加資格（全

省庁統一資格） における資格審査結果通知書の写し
１通

２



５

　

落札者の決定

（１） 落札者の決定方法

　　

落札者は、 消費税を含まない総価が、 当センターが作成した予定価格の範

　

囲内の最低価格をもって有効な入札を行った者に決定する。

　　

ただし、 落札者となるべき者の入札価格によっては、 その者により当該契

　

約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、 又はそ

　

の者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著

　

しく不適当であると認められるときは、 予定価格の範囲内の価格をもって入

　

札した他の者のうち、 最低の価格をもって入札した者を落札者とすることが

　

あ る。

（２） 落札結果の通知

　　

令和８年３月 ２６日 （木） 以降に、 入札者に対し落札結果を個別に通知する。

６

　

契約等

（１） 当センター指定の契約書により契約を締結する。
（２） 契約書は、 日本語で記載し、 金額については日本国通貨とする。
（３） 入札保証金及び契約保証金は、 全額免除する。
（４） 履行期限 （納入期限） は、 入札仕様書のとおりとする。

　　

ただし、 本契約の履行に関して、 明らかに事業が実施できないと当センタ

　

ーが判断したときは、 契約を解除することできる。
（５） 当センターは、 納入物件の検査を行い、 業務が適正に行われたことを確認

　

し、 費用を支払うこととする。
（６） 納入物件に係る一切の権利は、 当センターに帰属するものとする。

７ 問い合わせ先・提出先

　

公益財団法人社会福祉振興・試験センター

　

総務部経理課

　　　

担

　　

当 ： 牧 野

　　　

住

　　

所 ： 〒１５０－０００２ 東京都渋谷区渋谷１－５－６

　

ＳＥＭＰＯＳビル

　　　

電話番 号：０３－３４８６－７５１１

　　　　　　　　

Ｅ－ ｍａｉｌ：ｌｎｌ－－ｋｅｉｒｉ＠ｓｓｓｃ．ｏｒ．ｊｐ

　　　　　　　　　　　　　　

３



入札仕様書

１． 件名

　　

「サーバー機器等一式」

２． 調達内容

　

別紙 「調達一覧」 のとおり。

　

ただし、 調達一覧のうち、 サ バーについては、 富士通株式会社または デ

　

ル・テクノロジーズ合同会社が製造・販売する製品であって、別紙に記載の

　

仕様と同等以上の性能・機能を有するものについても、入札の対象として認

　

め る。

　

同等品として入札する場合は、製品カタログまたは仕様比較表

　

鋸ーＪ紙一覧

　

の型番と自社製品のスペックを対比したもの）を別途添付の上入札すること。

　

なお、添付書類が不十分な場合または仕様比較の結果として同等以上と認

　

められない場合は、当該入札を失格とする場合がある。

３． 納入関連

　

３．１

　

納入期限

　　

令和８年７月２４日（金） とする。

　　

なお、 納入日時は平日の９：００‐１７：００（ただし、１２：００‐１３：００を除く）

　　

とし、 最終的な納入日はセンター担当者と協議して確定させること。

　　

本調達物品は世界的な半導体不足等の供給制約の影響を受ける可能性が

　　

あることから、 受注者の責によらない事由 （メーカーの供給遅延等） に

　　

より、 当初設定した納入期限までの納入が困難となった場合は、 当セン

　　

ターと協議の上、 納入期限の延長を認めるものとする。 なお、 この場合

　　

において遅延損害金は徴収しない。

３．２

　

納入場所

　

東京都渋谷区内の当センターが指定する場所

３．３ 納入物の設定の仕様

　

（１） サーバ 機器の構成については、 Ｈｙｐｅｒ・Ｖ ホストサーバー１ 台、

　　　

物理サーバー３台、 バックアップサーバー２台とする。

　

（２） サーバー機器については、 オプションパーツの組み込み、 ファー

　　　

ム ウエ ア ア ッ プデ ー ト、ＯＳ のイ ンス トー ル （ＷｉｎｄｏｗｓＳｅｖｅｒ２０２２）

　　　

及び ＯＳ設定 （アップデー ト、 ＲＡＩＤ 設定、 ホス ト名、 ネットワー

入札仕様書

　

１／２



　　

ク設定、簡易ポリシー設定等の初期設定を含む。以下同じ）を実施

　　

すること。

　　

仮想マシンは計２台とし、ゲスト０Ｓのインストール及びＯＳ設定

　　

を実施すること。

　　

旧サーバーからのデータ移行は当センターが別途手配する。
（３） 仮想マシンと物理サーバーのバックアップとしてＡｒｃｓｅｒｖｅを導入

　　

し、バックアップサーバーへの１次バックアップ及びテープへの２

　　

次バックアップを取得する。

　　

また、 バックアップはサービスを稼働させたまま実行するものと

　

する。

　　

な お、 Ａｒｃｓｅｒｖｅ のインストールを実施することとするが、 その後

　　

の設定は当センターが別途手配する。
（４） Ｈｙｐｅｒ‐Ｖ サーバーの起動、及びシャットダウンの手順書の作成を

　

行うものとする。
（５）Ｌｒｒｏ 装置については、 バックアップソフトのインストール等を実

　　

施し、ファームウエアアップデート、サーバーとの接続、サーバー

　　

からの認識動作確認及びバックアップの動作確認を実施すること。
（６） ＵＰＳについては、 オプションパーツの組み込みを実施すること。
（７） ファイアウォールの設置・設定作業は不要とする。 ただし、 ファ

　　

ームウエアアップデー トは実施すること。

（８） 各機器に実施した設定について設定書 （設定パラメーターシート）

　　

を作成すること。
（９） ネットワーク設計は不要とする。
（１０） ラッキング作業は不要とする。

　　

（発注機器のラッキング、現行機器の取外し及び廃棄については

　　

当センターが別途手配する。）

４． その他

　

（１） 調達物件は中古品であってはならない。

　

（２）契約後、納入予定機種がモデルチェンジ等のため納入困難となった場合

　　　

は、 後継機種等の同等品又は上位機種での納入を可能とする。 ただし、

　　　

仕様及び契約金額の変更は無いものとし、機種の変更理由を書面にて提

　　　

出すること。

　

（３） 納入する機器の添付品は整理し、可搬媒体、説明書、保証書等、発注者

　　　

担当職員に明示できるように納品を行うこと。

入札仕様書

　

２／２



調達一覧

メーカー 型番

日本ヒューレット・パッカード Ｐ５２４９９０‐ＡＶＸーＤＬ３６０Ｇｅｎｌ１８ＳＦＦべ【スユニツト
ＸｅｏｎＧ６５２６Ｙ２．８ＧＨｚＩＰ１６ＣＣＰＵ（１９５Ｗ）

ＤＬ３６０ＧｅｎｌｌＩＵハイパフォーマンスヒートシンク

ＤＬ３×ＯＧｅｎｌｌＩＵハイパフオーマンスファンキツト

６４ＧＢＩＲｘ８ＰＣ５‐５６００Ｂ－ＲＳｍａｒｔメモリキット
ＤＬ３ＸＸＧｅｎｌＩＣＰＵ１ｔｏＯＣＰ２ｘ８イネーブルメントキット

ＭｅｇａＲＡＩＤＭＲ４１６ｉ－ｏコントローラー
ＤＬ３６０Ｇｅｎｌ１８ＳＦＦＯＣＰケーブルキット

ＤＬ３６０Ｇｅｎｌ１８ＳＦＦＴｒｉ‐ＭｏｄｅＵ．３ｘＩＢＣドライブケージキット

Ｓｍａｒｔストレージバッテリー９６Ｗ１４５ｍｍｗ／延長ケーブル

工場設定ＲＡＩＤ５十スペア（ＩＲＡＩＤグループ）
２．４ＴＢＳＡＳ１２ＧＩＯＫｒｐｍＳＦＦＢＣ５１２ｅＨＤＤ
２．４ＴＢＳＡＳ１２ＧＩＯＫｒｐｍＳＦＦＢＣ５１２ｅＨＤＤ
２．４ＴＢＳＡＳ１２ＧＩＯＫｒｐｍＳＦＦＢＣ５１２ｅＨＤＤ
２．４ＴＢＳＡＳ１２ＧＩＯＫｒｐｍＳＦＦＢＣ５１２ｅＨＤＤ
２．４丁ＢＳＡＳ１２Ｇ１ＯＫ『ＰｍＳＦＦＢＣ５１２ｅＨＤＤ
ＥｔｈｅｒｎｅｔＩＧｂ４ポートＢＡＳＥ‐丁１３５０寸４０ＣＰ３ＮＩＣ

ＳｍａｒｔアレイＥ２０８ｅ‐ＰＳＲＧｅｎｌｏコントロ日ラー

Ｎ±６まｅＥ３２６ｂｌ皐

　　

Ｌ

　

ｒだ赤

　　

Ｌ

　

．「 ムコＡ

ＣＥＭａｒｋＲｅｍｏｖａ１ＦーＣＥｎａｂｌｅＫｉｔ
８００ＷＦＳＰ１ａｔｉｎｕｍＬＨパワーサプライ
８００ＷＦＳＰ１ａｔｉｎｕｍＬＨパワーサプライ
ＤＬ３ＸＸＧｅｎｌＩＲａｉ１３Ｅａｓｙｌｎｓｔａ＝式ラックレ日ルキット

３年間保証（３年間パーツ保証、３年間翌営業日オンサイト）

ＨＰＥ下ｅｃｈＣａｒｅＢａｓｉｃ４Ｈ故障ドライブ返却不要５年ＰｒｏＬｉａｎｔＤＬ３６０Ｇｅｎｌｌ用

Ｉ

ホスト



アプリケーションサーバー

メーカー 型番

日本ヒューレット・パッカード Ｐ５２４９９０－ＡＴＱＺ ＤＬ３６０Ｇｅｎｌ１８ＳＦＦベースユニット

ＸｅｏｎＧ６５２６Ｙ２．８ＧＨｚＩＰ１６ＣＣＰＵ（１９５Ｗ）

ＤＬ３６０ＧｅｎｌｌＩＵハイパフォーマンスヒートシンク

ＤＬ３×ＯＧｅｎｌｌＩＵハイパフォーマンスファンキット

１６ＧＢＩＲｘ８ＰＣ５‐５６００Ｂ‐ＲＳｍａｒｔメモリキット

１６ＧＢＩＲｘ８ＰＣ５‐５６００Ｂ‐ＲＳｍａｒｔメモリキット

ＤＬ３ＸＸＧｅｎｌＩＣＰＵ１ｔｏＯＣＰ２ｘ８イネーブルメントキット

ＭｅｇａＲＡＩＤＭＲ４０８ｉ－ｏコントローラー

Ｄ１‐３６０Ｇｅｎｌ１８ＳＦＦＯＣＰケーブルキット

ＤＬ３６０Ｇｅｎｌ１８ＳＦＦＴｒｉ”ＭｏｄｅＵ．３ｘＩＢＣドライブケージキット

Ｓｍａｒｔストレージバッテリー９６Ｗ１４５ｍｍｗ／延長ケーブル

工場設定ＲＡＩＤ５十スペア（ＩＲＡＩＤグループ）

３００ＧＢＳＡＳ１２ＧＩＯＫｒｐｍＳＦＦＢＣＨＤＤ

３００ＧＢＳＡＳ１２ＧＩＯＫｒｐｍＳＦＦＢＣＨＤＤ

３００ＧＢＳＡＳ１２ＧＩＯＫｒｐｍＳＦＦＢＣＨＤＤ

３００ＧＢＳＡＳ１２ＧＩＯＫｒｐｍＳＦＦＢＣＨＤＤ

ＥｔｈｅｒｎｅｔＩＧｂ４ポートＢＡＳＥ‐Ｔ１３５０‐Ｔ４０ＣＰ３ＮＩＣ

ＳｍａｒｔアレイＥ２０８ｅ－ｐＳＲＧｅｎｌｏコントローラー

ＣＥＭａｒｋＲｅｍｏｖａＩＦーＯＥｎａｂ１ｅＫｉｔ

８００ＷＦＳＰ１ａｔｉｎｕｍＬＨパワーサプライ

８００ＷＦＳＰｉａｔｉｎｕｍＬＨパワーサプライ

ＤＬ３ＸＸＧｅｎｌＩＲａｉ１３Ｅａｓｙｌｎｓｔａｌｌ式ラックレールキット

３年間保証（３年間パーツ保証、３年間翌営業日オンサイト）

ＨＰＥ丁ｅｃｈＣａｒｅＢａｓｉｃ４Ｈ故障ドライブ返却不要５年ＰｒｏＬｉａｎｔＤＬ３６０Ｇｅｎｌｌ用

ｌ



業務システムサーバー１

メーカー 型番

日本ヒューレット・パッカード Ｐ５２４９９０‐ＡＴＲＡ ＤＬ３６０Ｇｅｎｌ１８ＳＦＦベースユニット

ＸｅｏｎＧ５５１５十３．２ＧＨｚＩＰ８ＣＣＰＵ（１６５Ｗ）

ＤＬ３×ＯＧｅｎｌｌＩＵスタンダードヒートシンク

ＤＬ３ＸＯＧｅｎｌｌスタンダードファンキット

１６ＧＢＩＲｘ８ＰＣ５‐５６００Ｂ－ＲＳｍａｒｔメモリキット

ＤＬ３ＸＸＧｅｎｌＩＣＰＵ１ｔｏＯＣＰ２ｘ８イネーブルメントキット

ＭｅｇａＲＡＩＤＭＲ４０８ｉ‐ｏコントローラー

ＤＬ３６０Ｇｅｎｌ１８ＳＦＦＯＣＰケーブルキット

ＤＬ３６０Ｇｅｎｌ１８ＳＦＦＴｒｉ‐ＭｏｄｅＵ．３ｘＩＢＣドライブケージキット

Ｓｍａｒｔストレージバッテリー９６Ｗ１４５ｍｍｗ／延長ケーブル

工場設定ＲＡーＤ５十スペア （ＩＲＡ－Ｄグループ）

３００ＧＢＳＡＳ１２ＧＩＯＫｒｐｍＳＦＦＢＣＨＤＤ

３００ＧＢＳＡＳ１２ＧＩＯＫｒｐｍＳＦＦＢＣＨＤＤ

３００ＧＢＳＡＳ１２ＧＩＯＫｒｐｍＳＦＦＢＣＨＤＤ

３００ＧＢＳＡＳ１２ＧＩＯＫｒｐｍＳＦＦＢＣＨＤＤ

ＥｔｈｅｒｎｅｔＩＧｂ４ポートＢＡＳＥ“丁－３５０－丁４０ＣＰ３ＮＩＣ

ＳｍａｒｔアレイＥ２０８ｅ－ｐＳＲＧｅｎｌｏコントローラ日

ＣＥＭａｒｋＲｅｍｏｖａＩＦ１ＯＥｎａｂｌｅＫｆｔ

８００ＷＦＳＰ１ａｔｉｎｕｍＬＨパワーサプライ

８００ＷＦＳＰ１ａｔｉｎｕｍＬＨパワーサプライ

ＤＬ３ＸＸＧｅｎｌＩＲａｉ１３Ｅａｓｙｌｎｓｔａ＝式ラックレールキット

３年間保証（３年間パーツ保証、３年間翌営業日オンサイト）

ＨＰＥＴｅｃｈＣａｒｅＢａｓｉｃ４Ｈ故障ドライブ返却不要５年ＰｒｏＬｉａｎｔＤＬ３６０Ｇｅｎｌｌ用

Ｉ



Ｂａｃｋｕｐサ日バー１

メーカー 型番

日本ヒューレット・パッカード Ｐ５２５３３０‐ＡＥＺＷ ＤＬ３８０Ｇｅｎｌｌ１２ＬＦＦベースユニット

ＸｅｏｎＳ４５０９Ｙ２，６ＧＨｚＩＰ８ＣＣＰＵ（１２５Ｗ）

ＤＬ３８０Ｇｅｎｌｌスタンダードヒートシンク

１６ＧＢＩＲｘ８ＰＣ５‐５６００Ｂ‐ＲＳｍａｒｔメモリキット

ＭｅｇａＲＡＩＤＭＲ４１６ｉ‐ｏコントローラー

ＤＬ３８０Ｇｅｎｌｌ１‐ＦＦＴｒｉ‐Ｍｏｄｅケーブルキット

Ｓｍａｒｔストレージバッテリー９６Ｗ１４５ｍｍｗ／延長ケーフル

エ場設定ＲＡ１Ｄ５十スペア （ＩＲＡＩＤクループ）

８ＴＢ７．２ｋｒｐｍＬＰ３．５型６ＧＳＡＴＡ５１２ｅＤＳＨＤＤ

８ＴＢ７，２ｋｒｐｍＬＰ３．５型６ＧＳＡＴＡ５１２ｅＤＳＨＤＤ

８ＴＢ７．２ｋｒｐｍｌ‐Ｐ３．５型６ＧＳＡＴＡ５１２ｅＤＳＨＤＤ

８ＴＢ７．２ｋｒｐｍＬＰ３．５型６ＧＳＡＴＡ５１２ｅＤＳＨＤＤ

８ＴＢ７．２ｋｒｐｍＬＰ３．５型６ＧＳＡＴＡ５１２ｅＤＳＨＤＤ

８ＴＢ７．２ｋｒｐｍＬＰ３．５型６ＧＳＡＴＡ５１２ｅＤＳＨＤＤ

ＤＬ３ＸＸＧｅｎｌＩＣＰＵ１ｔｏＯＣＰ２ｘ８イネーフルメントキット

ＥｔｈｅｒｎｅｔＩＧｂ４ポートＢＡＳＥ寸１３５０－Ｔ４０ＣＰ３ＮＩＣ

ＳｍａｒｔアレイＥ２０８ｅ－ｐＳＲＧｅｎｌｏコントローラー

Ｓｐｄ±６１ｅｅっ パ

　

ー

　

Ｌ［ｐ士ヌト

　

沃、デタラタ

ＣＥＭａｒｋＲｅｍｏｖａＩＦＩＯＥｎａｂ１ｅＫｉｔ

８００ＷＦＳＰ１ａｔｉｎｕｍＬＨパワーサプライ

８００ＷＦＳＰ１ａｔｉｎｕｍＬＨパワーサプライ

ＤＬ３ＸＸＧｅｎｌＩＲａｉ１３Ｅａｓｙｌｎｓｔａｌｌ式ラックレールキット

３年間保証（３年間パーツ保証、３年間翌営業日オンサイト）

ＨＰＥＴｅｃｈＣａｒｅＢａｓｉｃ４Ｈ故障ドライブ返却不要５年ＰｒｏＬｉａｎｔＤＬ３８０Ｇｅｎｌｌ

用

Ｉ

ＲＩＲ７５Ｂ ＨＰＥ１／８Ｇ３０一ｄｒｉｖｅテープオートローダー Ｉ

ＡＨ１６６Ａ １／８Ｇ２テーフｏオートロタ．ラックキット Ｉ

Ｑ６Ｑ６８Ａ ＳｔｏｒｅＥｖｅｒＭＳＬＬＴ０８Ｕ１ｔｒｉｕｍ３０７５０ＳＡＳト
．ライフ・拡張キット Ｉ

Ｑ２０７８Ａ ＬＴ０８Ｕ１ｔｒｉｕｍ３０ＴＢＲＷデータカートリッジ ６

Ｃ７９７８Ａ ＬＴＯＵ１ｔｒｉｕｍユニバーサルクリーニンク．カートリツシ． Ｉ

Ｑ２０１５Ａ ＬＴ〇８Ｕ［ｔｒｉｕｍＲＷバーゴードラヘ．ルパック Ｉ

７１６１９１－Ｂ２１ ＳＦＦ８６４４‐ＳＦＦ８０８８ＳＡＳ外部接続ケーブル（２ｍ） Ｉ

ＡＦ５７２Ａ １０ＯＶＰｏｗｅｒＣｏｒｄ」ＰＩＯＡ５－１５Ｐ／ＩＥＣＣ１３２ｍ Ｉ

Ｈ０７Ｅ５Ｅ ＴＣＢａｓｉｃ４Ｈ５年１／８Ｇ２０ｄｒｉｖｅＡｕｔｏーｏａｄｅｒ Ｉ



業務システムサーバー２

メーカー 型番

日本ヒューレット・パッカード Ｐ５２４９９０‐ＡＴＲＡ ＤＬ３６０Ｇｅｎｌ１８ＳＦＦベースユニット

ＸｅｏｎＧ５５１５十３．２ＧＨｚＩＰ８ＣＣＰＵ（１６５Ｗ）

ＤＬ３×ＯＧｅｒｌｌｌＩＵスタンダードヒートシンク

ＤＬ３×ＯＧｅｎｌｌスタンダードファンキット

１６ＧＢＩＲｘ８ＰＣ５‐５６００Ｂ‐ＲＳｍａｒｔメモリキット

ＤＬ３ＸＸＧｅｎｌＩＣＰＵ１ｔｏＯＣＰ２ｘ８イネーブルメントキット

ＭｅｇａＲＡＩＤＭＲ４０８ｉ‐ｏコントローラ日

ＤＬ３６０Ｇｅｎｌ１８ＳＦＦＯＣＰケーブルキット

ＤＬ３６０Ｇｅｎｌ１８ＳＦＦＴｒｉ”ＭｏｄｅＵ．３ｘＩＢＣドライブケージキット

Ｓｍａｒｔストレージバッテリー９６Ｗ１４５ｍｍｗ／延長ケーブル

工場設定ＲＡ１Ｄ５十スペア（ＩＲＡＩＤグループ）

３００ＧＢＳＡＳ１２ＧＩＯＫｒｐｍＳＦＦＢＣＨＤＤ

３００ＧＢＳＡＳ１２ＧＩＯＫｒｐｍＳＦＦＢＣＨＤＤ

３００ＧＢＳＡＳ１２ＧＩＯＫｒｐｍＳＦＦＢＣＨＤＤ

３００ＧＢＳＡＳ１２ＧＩＯＫｒｐｍＳＦＦＢＣＨＤＤ

ＥｔｈｅｒｎｅｔＩＧｂ４ポートＢＡＳＥ－Ｔ１３５０‐Ｔ４０ＣＰ３Ｎ１Ｃ

ＳｍａｒｔアレイＥ２０８ｅ－ｐＳＲＧｅｎｌｏコントローラー

ＣＥＭａｒｋＲｅｍｏｖａＩＦ１ＯＥｎａｂ１ｅＫｉｔ

８００ＷＦＳＰ１ａｔｉｎｕｍＬＨパワーサプライ

８００ＷＦＳＰ１ａｔｉｎｕｍＬＨパワーサプライ

ＤＬ３ＸＸＧｅｎｌＩＲａｉ１３Ｅａｓｙ１ｎｓｔａｌ１式ラックレールキット

３年間保証（３年間パーツ保証、３年間翌営業日オンサイト）

ＨＰＥ下ｅｃｈＣａｒｅＢａｓｉｃ４Ｈ故障ドライブ返却不要５年ＰｒｏＬｉａｎｔＤＬ３６０Ｇｅｎｌｌ用

Ｉ



Ｂａｃｋｕｐサーバー２

メーカー 型番

日本ヒューレット・パッカード Ｐ６５３９２０－ＡＴＨＪ ＤＬ‐２０Ｇｅｎｌ１４ＳＦＦベースユニット

ＸｅｏｎＥｍ２４６８２．６ＧＨｚＩＰ８ＣＣＰＵ

１６ＧＢＩＲｘ８ＰＣ５‐４８００Ｂ－ＥＳｔａｎｄａｒｄメモリキット

ＤＬ‐３２０Ｇｅｎｌｌｘ１６ＦＨＨＬライザー

ＭｅｇａＲＡＩＤＭＲ４０８ｉ‐ｏコントローラー

ＤＬ２０Ｇｅｎｌ１２ＬＦＦ／４ＳＦＦＯＣＰケーブルキット

Ｓｍａｒｔストレージバッテリー９６Ｗ１４５ｍｍ

工場設定ＲＡＩＤ５十スペア （ＩＲＡＩＤグループ）

２．４ＴＢＳＡＳ１２ＧＩＯＫｒｐｍＳＦＦＢＣ５１２ｅＨＤＤ

２．４ＴＢＳＡＳ１２ＧＩＯＫｒｐｍＳＦＦＢＣ５１２ｅＨＤＤ

２．４ＴＢＳＡＳ１２ＧＩＯＫｒｐｍＳＦＦＢＣ５１２ｅＨＤＤ

２．４ＴＢＳＡＳ１２ＧＩＯＫｒｐｍＳＦＦＢＣ５１２ｅＨＤＤ

ＣＥＭａｒｋＲｅｍｏｖａＩＦＩＯＥｎａｂｌｅＫｉｔ

５００ＷＦＳＰ１ａｔｉｎｕｍＬＨパワーサプライ

５００ＷＦＳＰ１ａｔｉｎｕｍＬＨパワーサプライ

ＤＬ２０Ｇｅｎｌｌラックレールキット

３年間保証（３年間パーツ保証、３年間親営業日オンサイト）

ＨＰＥＴｅｃｈＣａｒｅＢａｓｉｃ４Ｈ故障ドライブ返却不要５年ＰｒｏＬｉａｎｔＤＬ２０Ｇｅｎｌｌ用

ｌ



ＵＰＳ
メーカー 型番 商品名 個数

ＡＰＣ ＳＭＴ３０００ＲＭｊ２ＵＯＳ５ ＡＰＣＳｍａｒｔ－ＵＰＳ３０００ＲＭ２ＵＬＣＤＩＯＯＶ砂洲ト５年保証 ３

ＡＰＣ ＡＰ９６４０」５Ｗ Ｎｅｔｙ′ｏｒｋＭａｎａｇｅｍｅｎｔＣａｒｄ３５年保証 ３

ＡＰＣ ＳＳＰＣＮＳＷＬ５ｉ ＰｏｗｅｒＣｈｕｔｅＮｅｔＷｏｒｋＳｈｕｔｄｏｗｎ５ＮｏｄｅＷｉｎｄｏｗｓ＆Ｌｉｎｕｘ ２

ＡＰＣ ＳＳＰＣＮＳＶＩ」 ＰｏｗｅｒＣｈｕｔｅＮｅｔｗｏｒｋＳｈｕｔｄｏｗｎＩＮｏｄｅＶｉｒｔｕａｌｉｚａｔｉｏｎ Ｉ

スイッチ
メーカー 型番 商品名 個数

ヤマハ ＳＷＸ２３１０Ｐ『１ＯＧ ずンテリジェントＬ２スイッチＳＷＸ２３１０Ｐ‐１ＯＧ ２

（保守メニュー） ＹＨ‐ＳＷＸ２３１０ＰＩＯＧ…２４もＹ ＳＷＸ２３１０Ｐ‐１ＯＧオンサ‘ト保守（終日）５年 ２

ファイアウオール
メーカー 型番 商品名 個数

ＦＯＲＴＩＮＥＴ ＦＧ‐７０Ｇ‐ＦＣ５ ＦｏｒｔｉＧａｔｅ７０Ｇ単体版５年パック Ｉ

（保守メニュー） ＣＰ‐ＦＧ７０Ｇ－ＭＡＴ２４ ＦＧ‐７０Ｇ終臼オンサ｛ト保守 ５

その他
メーカー 型番 商品名 個数

マイクロソフト ＷｉｎｄｏｗｓＳｅｒｖｅｒ２０２５－ＩＵｓｅｒＣＡＬ（ＣＳＰ） ８９

マイクロソフト ｗｉｎＳｅｒｖｅｒ２Ｏ２５Ｓｔａｎｄａｒｄ一節ＣｏｒｅＬｉｃｅｎｓｅＰａｃｋ（ＣＳＰ） ６

ＡｒｃｓｅｒＶｅ ＮＡＭＫＯＯＯＯＢＸ」 ＡｒｃｓｅｒｖｅＭｅｄｉａＫｉｔ（ＵＤＰ／Ｂａｃｋｕｐ／ＲＨＡ／ｃＲｓ） Ｉ

ＡｒｃｓｅｒＶｅ ＮＵＰＲＩＯＯＯＦＬ」ＳＫＦＮＯＯＣ ＡｒｃｓｅｒｖｅＵＤＰＩＯ．ｘＰｒｅｍｉｕｍＥｄｉｔｉｏｎＳｏｃｋｅｔＬｉｃｅｎｓｅｏｎｌｙ ６

ＡｒｃｓｅｒＶｅ ＭＵＰＲＯＯ０４ＭＡＪＳＫＦＥ６０Ｃ ＡｒｃｓｅｒｖｅＵＤＰＰｒｅｍｉｕｍＥｄｉｔｉｏｎＳｏｃｋｅｔ５ＹｅａｒｓＭａｉｎｔｅｎａｎｃｅ［Ｎｅｗ］ ６



（別紙１）

入

　

札

　

書

件名：「サーバー機器等一式」

上記のとおり入札します。

令和８年

　　

月

　　　

日

住所

社名
代 表 者名

　　　　　　　　　　　　　　　

印

代 理 人

　　　　　　　　　　　　　　　　

印

公益財団法人社会福祉振興・試験センター

　　

御中



（別紙２）

委

　

任

　

状

私は、 〔（社名）

　　　　　　　

（役職）

　　　　　　　　

（氏名）

を代理人と定め、次の事項に係る入札及び見積に関する一切の権限を委任します。

〔事項〕「サーバー機器等一式」

令 和 ８ 年

　　　

月

　　　　

日

住所

社名
代 表 者名

　　　　　　　　　　　　　　　

印

公益財団法人社会福祉振興・試験センター

　　

御中



（様式１）

１質問書枚数を

　

枚中／

　

枚目１

令和 年

　　

月

　　　

日

質

　　

問

　　

書

公益財団法人社会福祉振興・試験センター御中
（担当部署：総務部経理課／牧野）

会 社 名：
担当部署：
担当者名：
電

　

話

フ ァ ック ス ：

電子メール：

「サーバー機器等一式」（令和８年３月５日付公告） に関する質問書を提出します。

資 料 名
ペ

　

ー ・ジ

項

　

目

　

名

質問内容

（１）質問書 （様式） には、試験センターウェブサイトにて公開している入札説明書等の資

　

料名、 ページ及び項目名を記載すること。
（２） 質問は、 本様式１ 枚につき１ 問とし、簡潔にまとめて記載すること。
（３）質問者自身の既得情報 （特殊な技術、ノウハウ等）、個人情報に関する内容について

　

は、 質問書に公表しない旨を記入すること。
（４）質問者の企業名等は公表しない。



「サーバー機器等一式」に係る請負契約書

公益財団法人社会福祉振興・試験センター（以下「甲」という）と●●●●（以下

「乙」という） とは、「サーバー機器等一式」（以下「請負業務」 という。） について、

次のとおり契約を締結する。

（契約の目的）

第１条

　

甲は、別紙の仕様書（以下「仕様書」 という。） に基づく本請負業務の実施

　

につき、 乙に発注し、 乙はこれを請け負うものとする。

（契約の信義・誠実等）

第２条

　

甲及び乙は、本請負業務の本旨を理解し、信義に従い、誠実に本契約を履行

するものとする。

（契約期間）

第３条

　

履行期限（納入期限） は、仕様書に記載のとおりとする。

（契約保証金）

第４条

　

甲は、 本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。

（契約金額）

第５条

　

甲が本契約の対価として乙に支払うべき契約金額は、

　

金●●●●（円 （うち消費税及び地方消費税●●●● （円） とする。

（請負業務の内容）

第６条

　

請負業務の内容は、仕様書の記載のとおりとする。
２

　

乙が、仕様書及び調達一覧によって指示された納品及び作業を完了しない場合、

　

甲は乙に対し遅延により被った損害賠償を請求できるものとする。ただし、天災そ

　

の他乙の責に帰すことができない事由、又は甲が相当と認めた技術上の事由による

場合はこの限りではない。

（仕様書等の指定）

第７条

　

本契約は、 仕様書に従い、 履行するものとする。

２

　

前項に規定する仕様書に疑義のあるときは、すべて甲乙協議の上解決するものと

する。



（再委託の制限）

第８条

　

乙は、請負業務を第三者に再委託する場合は、本契約で自己が負うものと同

一の義務を再委託先に負わせるものとする。 ただし、これにより、乙の甲に対する

義務又は責任が軽減又は免除されるものではない。

（責任者の選任）

第９条

　

乙は、請負業務を実施するにあたって、責任者を選任して甲に届け出るもの

とする。

２

　

責任者は、請負業務の進捗状況を常に把握するとともに、甲との連絡窓口として、
進捗状況について甲の随時の照会に応じるとともに定期的又は必要に応じてこれ

を甲に報告するものとする。
３

　

乙は、第１項により選任された責任者を変更する場合は、事前に甲に届け出るも

のとする。

（進捗状況報告）

第１０条

　

甲は乙に対し、何時でも請負業務の進捗状況について報告を求めることが

　

できるものとし、 乙は遅滞なくこれに応じるものとする。

（検査）

第１１条

　

甲は、本件納入物について仕様書に基づき直ちに検査を行い、仕様書に定

　

める基準に適合しない事実を発見したときは、当該事実の概要を書面によって直ち

　

に乙に通知する。 この場合、 乙は甲の指示する期間内に納入物件を無償で修正し、

　

甲の再検査を受けなければならない。この場合、再検査に要する一切の費用は乙の

負担とする。
２

　

請負業務は、本件納入物が本条による検査に合格した日をもって完了したものと

　

みなす。

３

　

第１項及び第２項の規定は、 第１項所定の通知書に記載された指摘事実に対し、

　

乙が適切な修正等を行い甲に再納入する場合に準用する。

（危険負担）

第１２条

　

本件納入物について前条に規定する検査に合格するまでに生じた損害で、

　

甲乙双方の責めに帰することができないものは、 すべて乙の負担とする。

（契約不適合）

第１３条

　

乙は、本件納入物が仕様書に定める基準を満たすものであることを甲に対

　

して保証する。



２

　

甲は、納入現品について、納入後１年以内に納入現品の成果や種類、品質又は数

量に関して仕様書の内容に適合しない事実（以下「契約不適合」） を発見したとき

は、直ちに乙へ通知して、期限を指定して他の良品と引換えさせ、或は修理させる

ことができる。また、他の良品との引換え、或は修理において乙は甲が指定する方

法以外を希望する場合、甲の事前の同意を得なければならず、甲は同意する義務を

負うものではないこととする。

３

　

乙は、契約不適合によって生じた損害賠償の請求及び契約解除の請求、代金の減

額請求に関する甲の権利を妨げない。

（契約の変更）

第１４条

　

甲又は乙は、請負業務の実施に伴い状況が変化したり、技術上の支障が生

　

じるなどにより、請負業務を変更する必要があると認めた場合、本契約の変更の協

議を契約の相手方に申し出ることができる。この場合、契約の相手方は、誠意をも

　

って協議に応ずるものとする。

（対価の支払の時期）

第１５条

　

甲は、請負業務の完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する

月の翌月末日までに代金を支払う。

（契約解除）

第１６条

　

甲又は乙は、それぞれ相手方が本契約に違反した場合、相当の期間を定め

　

て相手方に催告し、相手方がその期間内にこれを是正しないときは、本契約の全部

又は一部を解除することができる。

２

　

甲又は乙は、それぞれ相手方が次の各号の一に該当するときは、何らかの事前の

催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。
（１） 手形、 小切手の不渡りを出し又は銀行取引停止処分を受けたとき。
（２） 差押え、 仮差押え、 仮処分、担保権の実行としての競売の申立て、 強制執行、

　

滞納処分があったとき。

（３）破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てがあった

　

と き。

（４）行政庁より営業停止又は営業免許、若しくは営業登録の取消処分を受けたとき。
（５） 解散又は住所が不明となったとき。
（６）法令又は契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、

　

妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁を

　　

したとき。

（７） 本契約の履行に関して、 従業員若しくは代理人等に不正な行為があったとき。
（８） 本契約の履行に関して、 明らかに事業が実施できないと甲が判断したとき。
（９） その他財産状態が悪化したと認められる客観的な事情が発生したとき。



３

　

前項の解除は、甲又は乙の相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。

４

　

本条の定めに基づいて本契約が解除された場合には、責ある当事者は、当然に期

限の利益を喪失し、相手方に負う金銭債務の全てを直ちに一括して支払うものとす

る。

（損害賠償）

第１７条

　

甲又は乙が、本契約の履行に際し、又は本契約の不履行により相手方に損

　

害を与えた場合、相手方に対し賠償の責を負うものとする。ただし、自己の責に帰

することができない事由による場合は、 この限りではない。

２

　

甲又は乙が相手方に損害を与えた場合の損害賠償金額については、甲乙協議のう

　

ス、 これを定めるものとする。

（秘密の保持）

第１８条

　

乙は、本業務に係って甲から開示され又は知り得た甲の業務上、技術上及

　

びその他の全ての秘密（以下「秘密情報」という）の秘密を保持し、甲の事前の書

　

面による承諾を得ることなしに秘密情報を第三者に開示漏洩せず、また本契約履

　

行以外の目的に使用しないものとする。

２

　

前項の規定にかかわらず、 乙は、 本業務遂行のために必要最小限度の範囲内で、

　

自社及び委託先（第８条の「再委託先」をいう。以下同じ）の本業務担当者に対し

　

て秘密情報を開示できるものとする。この場合、乙はこれらの者に対して、乙が負

　

う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとし、その在職中・退職後を問わず、

　

秘密情報を保持させるものとする。
３

　

第１項の秘密情報には、 次の各号の一に該当するものは含まないものとする。

（１） 開示を受け又は知得した際に、既に自己が保有していたもの。

（２） 開示を受け又は知得した際に、 既に公知となっていたもの。

（３） 開示を受け又は知得した後に、自己の責によらずに公知となったもの。

（４）正当な権限を有する第三者から、自己が秘密保持義務を負うことなく適法に入

　

手したもの。

（５） 相手方の情報によらずに、 自己が独自に取得又は開発した情報。

４

　

第１項の定めにかかわらず、公的機関から法令等に基づき秘密情報の開示を求め

　

られた場合、 当該開示請求を受けた乙は必要な範囲で秘密情報を開示できるもの

　

とする。ただし、当該開示を行うにあたっては、当該開示請求を受けた乙は甲に対

　

し、合理的に可能な範囲内で、事前（事前が不可能な場合は事後）に当該開示を行

　

う旨及び開示の内容につき通知するものとする。

５

　

乙は、本業務を行うために必要且つ最小限の範囲を超えて、秘密情報を複写・複

　

製しないものとする。 複写複製されたものは、 これを秘密情報とする。



６

　

本条の定めにかかわらず、乙は、秘密情報の第三者への漏洩を知った場合又はそ

の恐れを生じた場合には、 直ちにその拡大を防止するために適切な措置をとると

　

ともに、甲にその旨通知するものとする。 そのとき、 甲の指示がある場合には、 こ

れに従うものとする。

７

　

乙は、本契約が終了となった場合又は甲の要求のある場合には、秘密情報を甲に

速やかに返却するものとし、甲の承諾がある場合には、乙の責において第三者に漏

洩しないための措置をとって破棄するものとする。

（個人情報の取扱い）

第１９条

　

乙は、本件業務遂行のため甲より開示又は提供された個人情報、顧客情報

　

に関する情報 （以下 「個人情報等」 という。） を善良なる管理者の注意をもって、

　

また法令等に従って適正な取扱いと厳正な安全管理を行うものとする。

２

　

個人情報等の管理にあたっては、個人情報の保護に関する法律第２３条の安全管

理措置及び第２４条の従業員の監督を行うものとし、 甲の事前の承諾を得ずに個

人情報等の複写、複製及び改変してはならない。
３

　

乙は、個人情報等の外部記憶媒体の盗難、紛失、破壊、改ざん、漏えい又はシス

　

テムへの不正アクセスを防止するための十分な安全対策を講ずるとともに、 適正

　

な取扱い及び厳正な安全管理義務を負うものとする。
４

　

乙は、個人情報等を本件業務の目的以外に使用してはならない。

５

　

乙は、本件業務に関し甲から委託を受けた個人情報等が業務終了時において、乙

　

に存在する場合は、速やかに甲の指示に従い返還するものとする。ただし、甲の書

面による同意を得た場合は、 乙は個人情報等を読み取り不可能な状態にして破棄

又は記録を消去することができる。
６

　

甲は、乙における安全管理の実施状況について確認するために必要な限度におい

　

て、書面による事前の通知により、報告書の提出又は監査の受け入れを求めること

ができるものとする。

７

　

甲は、前項による報告、監査の結果、安全管理が十分講じられていないと認めら

れたときは、乙に対してその理由を書面により説明したうえで、改善を要請するこ

　

とができるものとする。

８

　

乙は、個人情報等の事故又はそのおそれが発生した場合は、直ちに甲に通知する

　

とともに、個人情報等の回収及び被害拡大の予防に関し適切な措置をとる。

　　

また、事故の内容、発生原因を調査し甲に報告し、甲の指示に従って必要な対応

　

を行うものとする。

（談合等の不正行為による契約の解除）

第２０条

　

甲は、次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除するこ

　

とができる。



（１）公正取引委員会が、 乙又は乙の代理人 （乙又は乙の代理人が法人の場合にあっ

　

ては、 その役員又は使用人。 以下同じ。） に対し、 私的独占の禁止及び公
正取引

　

の確保に関する法律 （昭和２２年法律第５４号。 以下 「独占禁止法」 という。）

　

第７条又は同法第８条の２（同法第８条第１号若しくは第２号に該当する行為の

　

場合に限る。） の規定による排除措置命令を行ったとき、 同法第７条の２第１項

　　

（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。） の規定による課徴

　

金の納付命令を行ったとき、又は同法第７条の４第７項（同法第８条の３におい

　

て読み替えて準用する場合を含む。） 若しくは第７条の７第３項の規定による課

　

徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

（２）乙又は乙の代理人が刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは同

　

法第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の

　

規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき（乙の役員、又はその使用人が

　

当該控訴を提起されたときを含む。）。
２

　

乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第７条の４第７項又は第

　

７条の７第３項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写

しを甲に提出しなければならない。

（談合等の不正行為による損害の賠償）

第２１条

　

乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の
全部又

　

は一部を解除するか否かにかかわらず、 契約金額の１００分の１０に相当する額

　

（その金額に１００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）を違

　

約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条又は第８条の

　　

２ （同法第８条第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。） の規定に

　　

よる排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。

（２） 公正取引委員会が、 乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項

　　

（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。） の規定による課徴

　

金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。

（３）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の４第７項（同

　

法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。） 又は第７条の７第３項

　　

の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

（４） 乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は

　

使用人）が刑法第９６条の６若しくは同法第１９８条又は独占禁止法第８９条第

　　

１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。

２

　

乙は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、

　

前項の契約金額の１００分の１０に相当する額（その金額に１００円未満の端数が

　

あるときは、その端数を切り捨てた金額）のほか、契約金額の１００分の５に相
当



する額（その金額に１００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）

を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１項（同

　

法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）及び第７条の３の規定

　

による納付命令を行い、 当該納付命令が確定したとき。

（２）当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったと

　

き。

（３）乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出

　

しているとき。

３

　

乙は、 契約の履行を理由として、 前２項の違約金を免れることができない。

４

　

第１項及び第２項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する

場合において、 甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

５

　

乙が、 第１項及び第２項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないとき

は、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年１０パー

セントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

（暴力団関与の場合の契約の解除等）

第２２条

　

甲は、 乙 （法人の場合にあっては、 その役員又は使用人を含む。） につい

　

て、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

　

２条に規定する暴力団又は暴力団員と関係があることが判明したときは、本契約を

解除することができる。

２

　

乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否

　

かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することな

　

く、乙は、契約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の

契約金額）の１００分の１０に相当する額（その金額に１００円未満の端数がある

　

ときは、その端数を切り捨てた金額）を違約金（損害賠償額の予定）として甲の指

定する期間内に支払わなければならない。

３

　

前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。

４

　

第１項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているとき

　

は、甲は、乙の代表者であった者又は責任者であった者に違約金の支払を請求する

　

ことができる。この場合において、乙の代表者であった者及び責任者であった者は、

連帯して支払わなければならない。
５

　

第２項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を

超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求するこ

　

とを妨げるものではない。



６

　

乙が、第２項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わない

ときは、 乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年１０

パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

（協議）

第２３条

　

本契約に定める事項又は本契約に定めない事項について疑義が生じたと

　

きは、 甲乙協議し、 誠意をもって解決するものとする。

（紛争解決）

第２４条

　

本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を唯一の合意管轄裁判所

とする。

本契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙そ

れぞれ１通を保有する。

令和●年●月●日

甲

　

東京都渋谷区渋谷１丁目５番６号

　

公益財団法人社会福祉振興・試験センター

●●●●

　

●●●●

乙

　

●●●●●●●●●●●●●●●●

　

●●●●●●●●

●●●●

　

●●●●


